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不動産政策研究
不動産取引の安全と市場の活性化を目指して
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【座談会等】
●�　座談会『宅建業者・宅建士の資質向上に向けた研修事業』
●�　対談『不動産広告の適正化に向けた現状・課題』
【報告】
●�　令和元年度宅地建物取引士資格試験の結果について
●�　平成30年度の紛争事例から
【論考】
●�　賃貸住宅における孤独死に係る法的問題に関する一考察
【最高裁主要判例解説】
●�　�区分所有建物に関する判例―管理組合・管理規約/管理費・修繕費
【特定紛争処理】
●�　�特定紛争案件のあらまし
【不動産取引紛争事例等調査研究委員会】
●�　�不動産取引紛争事例等調査研究委員会第311回検討報告
【裁判例紹介】
●�　�最近の裁判例から
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“業務のご案内”
　不動産適正取引推進機構は、昭和59年４月の発足以来、不動産に係わる紛争の
未然防止と、適正迅速な処理の推進を図り、消費者の保護と宅地建物取引業の健全
な発達に寄与することを目的として、次の業務を行っています。

　第１次処理機関（都道府県の宅建業法主管課等）
で解決のつかない紛争のうち、両当事者の同意があり、
第1次処理機関からの要請に基づき、紛争処理委員（弁
護士等）により調整を行うものです。
●ご相談窓口　調査研究部：小野田・西崎

　昭和63年度から指定試験機関として、都道府県知
事の委任を受けて実施しています。

　国及び都道府県からの業務委託に基づき、宅建業
の免許及び宅建士の登録に係る宅建システムの管理・
運営業務を実施しています。

　紛争の未然防止と適正迅速な処理を推進するため、
紛争事例、裁判例をはじめ、具体的な予防・適正処
理に役立つ調査研究を行い、成果をまとめ書籍等と
して出版しています。また、一部についてはホーム
ページ上でも公開しています。

　都道府県等の宅建業法主管課担当者向け研修会を
年２回、業界向けの講演会を年３回実施しています。

　関係機関（都道府県・業界団体・消費者団体）の
苦情相談窓口等からの相談・照会に助言・回答を行
うとともに、宅建業者、一般消費者からの相談に対
しても直接、助言・回答しています。
平成30年度の相談受付件数は9,402件でした。
●ご相談窓口　調査研究部

　都道府県、業界団体、消費者団体等からの依頼を
受け、研修講師の派遣を行っています（平成30年度
実績：189回）。
＊業者向け、一般消費者向け、苦情相談窓口担当者
向けなど、あらゆる不動産取引に関する研修・講習
会等に対応します。
また、研修テーマのご相談にも応じています。
●講師派遣のご相談窓口　調査研究部：金子

２．宅地建物取引士試験の実施

３．宅建システムの管理・運営

１．特定紛争処理

４．調査研究・広報出版

５．講演・研修会

６．助言支援（相談・回答）

７．研修講師派遣

Tel．03-3435-8111

表2-3_RETIO_116.indd   1 2019/12/25   12:25


